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HIDAKAGAWA 

２０２３年 ７月 

発行：社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会 
HP：http://www.hidakagawa-shakyo.or.jp/ 

☆ 

谷
口 

誠
子 

様 

（
姉 

子
） 

☆ 

樫
合 

征
子 

様 

（
高
津
尾
） 

☆ 

森 

タ
カ
子 

様 

（
船 

津
） 

☆ 

朝
間 

つ
る
代
様 

（
上
越
方
） 

☆ 

児
玉 

凱
子 

様 

（
皆 

瀬
） 

 

 

ま
た
、
原
山 

和
也 

様 (

蛇
尾)

は
福
祉
委
員
と

し
て
、
玉
置 
絹
子 

様(

皆
瀬)

は
当
会
の
理
事
と
し

て
、
長
き
に
わ
た
り
ご
活
躍
い
た
だ
き
、
こ
の
度
退

任
さ
れ
ま
し
た
。 

 

地
域
福
祉
活
動
の
推
進
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、

本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心
よ
り
、
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。 

〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生 160 TEL.0738-22-5424 FAX.0738-24-2552 E-mail：h-kawabe@hidakagawa-shakyo.or.jp 

調停委員による  を開催します！ 
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日時：８月 2２日（火） 午後１時～４時  場所：社協川辺事務所「相談室」 

６
月
８
日
（
木
）、
日
高
川
交
流
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
理
事
・
監
事
出
席
の
も
と
、
１０
年
以

上
の
長
き
に
わ
た
り
社
会
福
祉
協
議
会
の
推
進
す
る
地
域
福
祉
活
動
等
に
ご
尽
力
さ
れ
た
方
々
、

７
名
に
当
会
会
長
か
ら
感
謝
状
を
贈
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

当
会
の
主
要
事
業
で
あ
る
「
ふ
れ
あ
い
に
っ
こ
り
弁
当
」
の
調
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
「
い
き
い

き
サ
ロ
ン
代
表
者
」
と
し
て
長
年
ご
活
躍
さ
れ
、
こ
の
度
退
任
さ
れ
た
方
々
で
す
。 

調停相談は、◎お金や土地・建物の紛争（民事調停）◎夫婦間の問題や遺産の分割などの家庭内の紛争

（家事調停）などについて、調停委員が調停手続きの利用に関する相談に応じるものです。 

相談料は無料となっていますので、ぜひこの機会にご利用ください。 

予 約 締 切 ８月１８日（金）まで 

申 込 先 社協川辺事務所 ℡：（0738）-22-5424 

 

・給与   /本会の規定に定める額 ※３か月間の試用期間あり 

・勤務地 /日高川町内 （主に川辺地区ですが、中津・美山地区への訪問もあります。） 

・資格   /ヘルパー２級（介護職員初任者研修）、ヘルパー１級、介護福祉士、看護師（准看護師）のいずれか 

 ※普通自動車免許（AT限定可）は必須です。 

・勤務時間/８：００～１９：００の間で「１時間～」「週１日～」も OK！ ※勤務形態は相談にのります。 

・その他 /通勤手当支給、公用車使用、昇給制度、処遇改善手当など ※勤務実績により、翌年に有給休暇付与 

 

★随時募集していますので、まずはお気軽にお問合せください。 

お申込み・お問い合わせ 

     社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会事務局 （日高川町土生１６０番地） 

               電話 ２２－５４２４ 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の関係で中止していましたが、今年度「サマー

ボランティアスクール」を開催いたします。 

福祉・ボランティア活動へのきっかけづくりとして、夏休み期間を利用し、

様々な福祉・ボランティア活動をしていただきます。 

募集要項等は改めて各学校にご案内いたしますので、是非ご参加ください。 

先日、海南市災害ボランティアセンターの運営支援に行ってきました。現地に入って思い出した

のが、１２年前の紀伊半島大水害でした。 

今や、毎年のように日本のどこかで大きい災害が発生しています。被害をなくすことは難しいで

すが、被害を抑えることは出来ます。 

家具の固定や非常食の準備など、まずは出来ることから行動していただきたいです。 (I.A.) 

対象者：町内の中学校に通う生徒 

体験先：町内保育所、太陽川辺作業所 
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・配食サービス（ふれあいにっこり弁当） 

・外出支援サービス 

・ふれあいいきいきサロン 

・生活支援体制整備事業 

・ひだまりカフェ（認知症カフェ） 

・善意銀行の運営 

・ふれあい広場（ひとり暮らし高齢者の集い） 

・サマーボランティアスクール 

・赤い羽根共同募金運動 

・「愛の日」事業 

・ボランティアセンター 

・在宅介護者の集い 

・福祉バザー 

・地域たすけあいサービス 

・お買い物サポート事業 

・福祉委員活動 

・広報活動 

・福祉車両貸出サービス 

・緊急食糧提供事業 

・喫茶サロン 

・その他 

【地域福祉活動推進部門】 
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【福祉サービス利用支援部門】 

 

 

人権・登記・心配ごと 
※法務局来所 

中津事務所「相談室」 

54-1007 

・相談事業 

（ふれあい相談、法律相談等） 

・福祉サービス利用援助（地域福祉権利擁護） 

・生活福祉資金等貸付（県社協・町社協） 

・その他 

中津事務所「相談室」 
５４－１００７ 

川辺事務所「相談室」 
２２－５４２４ 

心配ごと相談 時間：午後１時～３時 

日高川町にお住まいの方の日常生活上の心配ごとや悩みごとについ

て、相談に応じます。お気軽にご相談ください。（無料・秘密厳守） 

予約制のため、相談ごとのある方は、お近くの事務所までご連絡下さい。

定数になり次第締め切らせて頂きます。 

８日(火) 

７ １日(火) 

どんな些細なことでも 

一人で悩まないで！ 

 善 

意 

の 

預 

託 

5 月１日から３1 日までにご寄付頂いた方を、御

礼を込めてご紹介させて頂きます。（順不同） 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
善
意

の
ご
寄
付
は
、
地
域
福
祉
活
動
の

財
源
と
し
て
有
効
に
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

社協で実施している配食サービ

スの食材として、多くの方から、

筍、ジャガイモ、うすいえんどう、

きゅうり、とうもろこし、いんげ

ん、大根を頂きました。紙面を通

じて厚く御礼申し上げます。今後

も配食サービスの食材として、皆

様からのご提供を受け付けており

ます。 

どのような食材でも 

結構です。お近くの 

事務所まで持って来 

て頂ければ幸いです。 

ふれあい  にっこり弁当 

【在宅福祉サービス部門】 

 

社協会費について 
社会福祉についてのご理解を深めて頂くとともに、福祉のまちづくりのための財源として会費をお願いして

います。会費はあくまでも強制ではありませんが、１口以上のご協力をお願いしています。 

皆様から頂いた会費は、高齢者や障がいのある方への支援をはじめ、社協が推進する各種地域福祉活動に活

用させて頂きます。 

「そうがわ茶屋」オープン！ 
～寒川ワンダフルナイトにて～ 

２２日(火) 

〇
香
典
返
し 

玉
置 

ト
キ
子 

様
（
初
湯
川
） 

○
一
般
寄
付 

小
田 

美
代 

様
（
御
坊
市
） 

 

林   

保   

様 
(

寒
川) 

美山事務所「相談室」 
２３－９５０８ 

亡
母 

児
玉
と
み
氏
の
生
前
の
御
礼
と
し
て 

 

亡
父 

郁
男
氏
の
生
前
の
御
礼
と
し
て 

 

川辺事務所「相談室」 
２２－５４２４ 

１１日(火) 

一 般 会 費 １口 １，０００円 

特 別 会 費 １口 ３，０００円 以上 

施設・団体会費 １口 ５，０００円 以上 

４日(火) 

月 

・訪問介護（ホームヘルプサービス） 

・訪問入浴介護 

・居宅介護支援（ケアプラン） 

・福祉用具貸出およびあっせん等 

・家族介護用品支給（紙おむつ等支給） 

・その他 

 

美山事務所「相談室」 
２３－９５０８ 

１８日(火) 

ふれあい相談 

日程 

★会費募集につきましては、７～８月中に各地

区の福祉委員がご家庭を訪問いたしますので、

よろしくお願いします。 

 社会福祉協議会（社協）は、地域の皆様のご支援により、地域福祉活動を推進している自主

性を持った民間の会員組織です。皆様方から寄せられた会費やご寄付ならびに、町からの助成

金等により様々な福祉活動に取り組んでいます。社協がより一層充実した活動をしていくため

には、皆様方からのご支援・ご協力がぜひ必要です。どうか多くの方々が社協会員にご加入頂

きますようお願いいたします。 

社会福祉協議会では「福祉のまちづくり」のため様々な事業を行っています。 

６月４日(日)に寒川ワンダフルナイトが４年ぶりに開催され

ました。地元の小学生が太鼓の演奏を披露したり、たくさんの

蛍や竹キャンドルが暗闇を灯し、幻想的な雰囲気を生み出して

いました。  

そうがわ茶屋はワンダフルナイ 

ト開催に合わせて、臨時オープン 

しました。多くの方々にご来店い 

ただき、おかげさまで用意してい 

たうどんは、完売しました。 

 

善意の贈り物 
このほど、宮本進物専門店様よりア

マノフーズのお味噌汁を頂きました。 
頂きましたお品は地域福祉推進のた

めに有効にご 
活用させてい 
ただきます。 
誠に有難うご 
ざいます。 


